
 

 

 

 

平成23年6月に「障害者虐待防止法」が可決成立し、翌年10月1日に施行されました。施行により権利擁護の 

意識が高まり、支援者のより高い資質が求められるようになりました。法の整備が最終目的ではなく、その後どのよう 

にしていくかが大事なことだと思い知らされています。道しるべ改訂版の編集にあたり、多くの支援者が苦悩や葛藤 

の中、適切な支援を見出だそうと努力していることが垣間見えました。その一方で旧態依然とした体質の喫緊なる改 

善が必要であると感じています。この道しるべ改訂版が、「日々の支援の検証」、「適切な支援の提供」、そして「障がいの

ある方への幸福追求」への『道しるべ』となり、活かされていくことを切望しています。道しるべ「編集後記」より 
 

 

…
曝 

 
 

 

□内容(目次より抜粋) 

●知的障がいのある方を支援する為の行動規範 

●障がい者虐待とは 

○障がい者虐待の類型 

○最近の報道された障がい者差別虐待事件 

●虐待(人権侵害)防止マニュアル 

○職員の基本姿勢 

○施設の責務・努力事項 

○職員の禁止事項 

○保護者(家族)の皆さんへ 

●平成25年度「人権侵害防止に関する意識調査」 

○意識調査の調査用紙・結果・分析・比較 

○意識調査におけるご意見 

○意識調査からのQ&A 

●虐待(人権侵害)防止のための研修 

○職場における人権研修の進め方 

○事例①抑制行為のない支援への取組み 

○事例②虐待防止の組織づくり事例 

○権利擁護・虐待防止に関する取り組み状況 

●資料 

○障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に

関する法律 

○国及び熊本県における障がい者虐待の現状 

○虐待防止チェックリスト 

○成年後見制度を利用される方のために 

○障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例 

道しるべ改訂版：１冊1,500円 
(改訂版発行日：平成26年3月) 

 

熊本県知的障がい者施設協会 

お問合せ:TELO96-324-5462(担当 長野･西村) 



 

 

 

 

FAX  

FAX 096(355)-5440( ) 

《熊本県知的障がい者施設協会 事務局》熊本県社協 施設福祉課 長野･西村 行 

 

 

 

平成    年   月    日 

申込冊数 

(1冊L500円) 
冊 

施設(事業所)名 

 

住 所 

〒 

連絡先(電話番号) 
 

担当者氏名 
 

※送付先等が上記と異なる場合のみ、次の欄にも御記入ください。 

送付先住所 

〒 

送付先氏名 

 

請求先 

 


